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                           議案第２２号  

 

 

津山市創生推進基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年９月２日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市創生推進基金条例の一部を改正する条例 

 

津山市創生推進基金条例（令和３年津山市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条及び第２条第２項中「第１３条の２」を「第１３条の３」に改め

る。 

   付  則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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                            議案第２３号  
 
 

津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用    

等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提    
供に関する条例の一部を改正する条例 
 

 津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年津山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第４号中

「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第５号中「第２条第１

４項」を「第２条第１５項」に改める。 
第４条第１項中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

 別表第１及び別表第２中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に

改める。 

   付  則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の改正規定

は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第４６号）附則第１条第２号に規定する政令で

定める日から施行する。 
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                            議案第２４号  
 
 
 津山市営墓地条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市営墓地条例の一部を改正する条例 

 
 津山市営墓地条例（昭和４３年津山市条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 
第８条第２項第１号中「１２，０００円」を「２５，０００円」に改め、同

項第２号中「５，０００円 ただし、昭和５３年度区画造成分１平方メートル

当たり １０，０００円」を「２９，０００円」に改め、同項第３号中「２０，

０００円以内」を「４２，０００円」に改め、同項第４号中「９，０００円」

を「２３，０００円」に改め、同項第５号中「９，０００円」を「２８，００

０円」に改め、同項第６号中「４，０００円」を「１７，０００円」に改める。 
付  則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例による改正後の第８条に規定する使用料は、この条例の施行の日

以後に使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に使用の許可を受け

たものについては、なお従前の例による。 

- 10 -



                            議案第２５号  
 
 

津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 
 津山市国民健康保険条例（昭和４４年津山市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 
 第２６条第１項中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした

場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求めら

れてこれに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 
付  則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２

６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

この条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 
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                            議案第２６号  
 
 

津山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例 

 
 津山市子ども医療費給付条例（昭和４８年津山市条例第３４号）の一部を次

のように改正する。 
 第８条を次のように改める。 
 （受給資格者証の提示等） 
第８条 受給資格者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとす

る病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者（以下「医療機関等」という。）

から、医療保険各法に規定する電子資格確認その他厚生労働省令等で定める

方法により被保険者等であることの確認を受けるとともに、受給資格者証の

提示等により受給資格者であることの確認を受けなければならない。 
   付  則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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                            議案第２７号  

 

 

 津山市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

 

  令和６年９月２日提出 

 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例 

 

津山市ひとり親家庭等医療費給付条例（昭和５２年津山市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「及び第９条ただし書」を削る。 

第６条中第４項を第６項とし、第３項の次に次の２項を加える。 

４ 市長は、前項の申請があつた場合において、受給資格者につき、この条例

により医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、受給資格証の更新

を行うものとする。 

５ 前２項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者につき、この条例により

医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、職権により受給資格証を

更新することができる。 

 第９条を次のように改める。 

（受給資格証の提示等） 
第９条 受給資格者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとす

る病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者（以下「医療機関等」という。）

から、医療保険各法に規定する電子資格確認その他厚生労働省令等で定める

方法により被保険者等であることの確認を受けるとともに、受給資格証の提

示等により受給資格者であることの確認を受けなければならない。 
   付  則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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                            議案第２８号  
 
 
 津山市デマンド交通に関する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市デマンド交通に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、津山市デマンド交通（以下「デマンド交通」という。）

を運行することにより、地域住民の交通手段の確保及び観光客等の利便性の

向上を図り、もって公共の福祉の増進及び地域産業の活性化に資することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「デマンド交通」とは、利用者の希望に応じて、そ

れぞれの目的地まで運行するものをいう。 

 （運行対象地域） 

第３条 デマンド交通の運行対象地域は、規則で定める。 

 （運行日等） 

第４条 デマンド交通の運行日及び運行時間については、規則で定める。 

２ 市長は、天災その他やむを得ない事由により、デマンド交通の運行上支障

があると認める場合は、運行時間を変更し、又は運行を中止することができ

る。 

 （利用方法） 

第５条 利用者は、規則で定める方法により、あらかじめ予約するものとする。 

２ 予約した事項の変更又は取消しをする場合も同様とする。 

 （使用料） 

第６条 利用者は、次に掲げる使用料を納めなければならない。 

 ⑴ 普通使用料 １人１乗車につき３００円以内で規則で定める額 

 ⑵ 定期使用料 別表第１に定める金額以内で規則で定める額 

 （使用料の減免） 

第７条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免

除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第８条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （利用者の遵守事項） 

第９条 利用者は、デマンド交通の安全確保及び車内の秩序保持のために行う
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乗務員の指示に従わなければならない。 

 （乗車の制限） 

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の

乗車を拒み、又はその者を降車させることができる。 

 ⑴ 前条の指示に従わないとき 

 ⑵ 旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４号）第１３条

各号に規定する者に該当するとき 

 ⑶ その他市長が不適当と認めるとき 

２ 前項の場合において、利用者に損害を生じることがあっても、市長は、そ 

の責任を負わない。 

（損害賠償） 

第１１条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき事由により、デ 

マンド交通に供する車両等に損害を与えたときは、市長の指示に基づいてこ 

れを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （委託） 

第１２条 市長は、デマンド交通に関する業務の全部又は一部を、市長が適当

と認める者に委託することができる。 

 （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 

規則で定める。 

   付  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

 （津山市営阿波バス条例の廃止） 

２ 津山市営阿波バス条例（平成１７年津山市条例第７０号）は、廃止する。 

 （津山市営阿波バス条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前に津山市営阿波バス条例第５条の規定により発行

された定期乗車券及び回数乗車券（以下この項において「定期乗車券等」と

いう。）について、利用者から当該定期乗車券等に係る使用料の還付の請求

があったときは、同条例第７条ただし書の規定により、当該定期乗車券等の

額の全部又は一部を還付することができる。 

 （津山市営勝北バス条例の廃止） 

４ 津山市営勝北バス条例（平成２４年津山市条例第４７号）は、廃止する。 
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別表第１（第６条関係） 

区分 種別 金額 

定期使用料 １月券 １０，０８０円 

２月券 １９，１５０円 

３月券 ２７，２１０円 
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                            議案第２９号  
 
 

津山市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市下水道条例の一部を改正する条例 

 
 津山市下水道条例（昭和６２年津山市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 
 第９条の４の見出し中「設置」を「選任」に改め、同条第１項中「専属の責

任技術者を置かなければ」を「責任技術者を選任しなければ」に改め、同項に

次のただし書を加える。 
  ただし、岡山県内における他の営業所について兼任することを妨げない。 
   付  則 
 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３０号  
 
 

岡山県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、

岡山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を別紙のとおり変更することについ

て、同法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求める。 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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岡山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 
 岡山県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月２４日岡山県指令市第

１５号）の一部を次のように変更する。 
 別表第２（第４条関係）第２号及び第３号中の「被保険者証及び被保険者資

格証明書」を「資格確認書等」に改める。 
  附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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議案第３１号  
 
 

財産の処分について 
 

次のとおり財産を売却したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年津山市条例第６号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 財 産 の 種 類  土地 
２ 財産の所在地  津山市戸島地内 
３ 財 産 の 面 積  １２，０４９平方メートル 
４ 売却予定価格  １７１，８４６，９１５円 
５ 契約の相手方  京都府京都市南区上鳥羽川端町２９８番地 
          アオホンケミカルジャパン株式会社 
          代表取締役 小松 亮太郎 
 
 
  令和６年９月２日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第３２号  

 

 

市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理 

番号 
路線番号 路  線  名 

起     点 

終     点 

重要な 

経過地 

１ Ｃ３３７ 西苫田３３７号線 
山北３７１－４地先 

山北１３－１３地先 
 

２ Ｔ２６６ 河辺２６６号線 
河辺６８７－１３地先 

河辺６８７－１７地先 
 

３ Ｔ２６７ 河辺２６７号線 
河辺６８７－１４地先 

河辺６８７－１６地先 
 

４ Ｔ２６８ 河辺２６８号線 
河辺６８８－１地先 

河辺６８８－１地先 
 

５ Ｗ３１６６ 勝加茂１６６号線 
中村１８４－９地先 

中村１８４－１５地先 
 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第３３号  

 

 

市道路線の変更について 

 

 市道路線を次のとおり変更することについて、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、議

会の議決を求める。 

 

記 

 

整理 

番号 
路線番号 路 線 名 区分 

起     点 

終     点 

変更 

理由 

１ Ａ２５３ 東津山城東２５３号線 

変更前 
林田１１１－２地先 

林田１０５－２地先 

 

 

 

 

 

 

市道

認定

路線

変更

に伴

う起

終点

の変

更 

変更後 
林田６０－１地先 

林田１０５－２地先 

２ Ｃ０６１ 西苫田６１号線 

変更前 
総社７２－５地先 

山北３７１－１地先 

変更後 
総社７２－５地先 

山北３６６－６地先 

３ Ｃ１８０ 西苫田１８０号線 

変更前 
山北１３－１地先 

山北３６４－３地先 

変更後 
山北１３－４地先 

山北３６４－３地先 

４ Ｃ２７６ 西苫田２７６号線 

変更前 
山北３６８－５地先 

山北３６８－７地先 

変更後 
山北３６８－５地先 

山北３６８－５地先 

５ Ｃ３３３ 西苫田３３３号線 
変更前 

山北３６７－１地先 

山北３６５－７地先 

変更後 山北３６７－１地先 
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    山北１３－１４地先 

 
６ Ｃ３３４ 西苫田３３４号線 

変更前 
山北３６８－５地先 

山北３６８－５地先 

変更後 
山北３６８－５地先 

山北３６８－９地先 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第３４号  

 

 

市道路線の廃止について 

 

 市道路線を次のとおり廃止することについて、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、議

会の議決を求める。 

 

記 

 

整理 

番号 
路線番号 路  線  名 

起     点 

終     点 

重要な 

経過地 

１ Ｃ１７７ 西苫田１７７号線 
山北３８３－１０地先 

山北３８３－７地先 
 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      

- 31 -


